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令和３年４月 1 9 日
警 察 本 部

新型コロナウイルス感染症対策下における運転免許行政の現況について

１ 概要

昨年３月以降，運転免許センター及び警察署等において，これまで実施

してきた新型コロナウイルス感染症対策を継続するもの。

２ 運転免許証の有効期間延長措置

令和２年３月13日以降，申請による３か月間の運転免許有効期間の延長

を継続（再申請可）

対象：有効期間の末日が令和３年６月30日までの対象者に拡大

※ 累計申請件数（R3.3月末）32,268件（うち更新済み約27,000人）

内訳：窓口25,953件，郵送5,555件，代理760件

３ 現在の感染症対策（別添資料参照）

(1) 庁舎入口におけるマスク着用，手指消毒，検温の呼び掛け

(2) 施設の換気，間隔確保，誘導員の増員配置

(3) 専門委託業者による講習室，共有部分等の定期的な消毒作業

(4) 受講室の人数制限を補うため更新時講習等の回数を増加

(5) 館内放送，ホームページ等による広報

４ 運転免許業務の一部休止

(1) 緊急事態宣言に伴う一部休止

休止期間：令和２年４月22日(水)から５月18日(月)までの27日間

休止業務：運転免許更新業務(更新時講習)，運転免許試験業務

(2) 更新時講習等委託先職員の感染に伴う一部休止

ア 東部免許センター

休止期間：令和２年12月17日(木)～12月22日(火)

休止業務：更新時講習等業務（段階的に再開）

イ 福山北警察署

休 止 日：令和２年12月17日（木）再開12月18日

休止業務：優良講習を除く更新時講習業務



開庁前から閉庁後まで正面

入口，講習室等の換気をして

います。

施設各所にアルコール消毒

液を設置し，庁舎入口で検温

を行っています。

講習室，視力検査器等の消

毒作業を随時行っています。

受付等の順番を待つスペー

スには床面に1.5～２メート

ル間隔の印をつけています。

講習室等の入室人員を制限

して間隔を確保しています。

受付窓口に透明の遮蔽板を

設置しています。


